
 

令和８年度岡山県交通事業者人材確保・利便性向上支援事業補助金交付要綱 

 

令和８年度岡山県交通事業者人材確保・利便性向上支援事業補助金（以下「補助

金」という。）については、岡山県補助金等交付規則（昭和４１年岡山県規則第５６

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第１条 地域公共交通における担い手不足の加速により、安定的・継続的な運行又は

運航に支障が生じ始めている中においても、運行又は運航を継続し、地域住民の生

活や社会経済活動を支える社会インフラの役割を担っている交通事業者に対し、人

材確保・離職防止やＤＸによる省力化及び利用者の利便性向上に向けた取組を支援

するため、予算の範囲内において、この補助金を交付する。 

 

（補助事業者） 

第２条 補助事業者は、別表第一のとおりであって、次の各号の全てに該当するもの

とする。 

  (1) 役員等（補助事業者が個人である場合にはその者を、法人である場合には暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第９条第

２１号ロに規定する役員をいう。）が暴力団員等（岡山県暴力団排除条例(平成２

２年岡山県条例第５７号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。）と社会

的に非難されるべき関係を有していないこと。 

(2) 県徴収金の滞納がないこと。 

 

  （補助対象経費及び補助率等） 

第３条 補助金の対象となる経費及び補助率については、別表第二によるものとす

る。 

２ 補助金の交付額は、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、こ

れを切り捨てた金額とする。 

 

  （補助対象期間） 

第４条 この補助金の交付の対象となる期間は、交付決定の時期にかかわらず、令和

８年４月１日から令和９年１月３１日までとする。 

  ただし、別表第二(イ) 交通ＤＸ・利便性向上事業の車両購入に要する経費につ

いては、令和８年２月２７日以降に購入等の契約を行い、車両の登録及び経費の支

払いを補助対象期間に行ったものを対象とする。 

 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助事業者は、補助金交付申請書（様式第１号）を別に定める日までに知事

に提出しなければならない。 

 

 （補助金の交付決定） 

第６条 知事は、補助金の交付決定をしたときは、交付決定通知書（様式第２号）に

より、当該補助事業者にその旨を通知する。 



 

 

 （申請の取下げ） 

第７条 補助事業者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき

は、当該通知を受領した日から２０日以内に、知事に文書で届け出ることにより申

請を取り下げることができる。 

 

 （補助事業の変更等の承認） 

第８条 補助事業者は、補助事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は中止し、

若しくは廃止しようとするときは、変更等承認申請書（様式第３号）を知事に提出

し、交付決定変更承認通知書（様式第４号）により、その承認を受けなければなら

ない。ただし、交付決定金額の増額を伴わず、補助事業の目的達成に支障のない変

更については、この限りでない。 

 

 （遂行状況の報告等） 

第９条 知事は、必要があれば、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求

め、又は必要な調査を行うことができる。 

 

 （実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了した日（交付決定日が事業完了後の場合は、

交付決定通知を受領した日）から起算して１月を経過した日又は令和９年２月１２

日までのいずれか早い日までに実績報告書（様式第５号）を知事に提出しなければ

ならない。 

 

 （補助金の額の確定） 

第１１条 知事は、補助金の額の確定を行ったときは、補助金の額の確定通知書（様

式第６号）により、当該補助事業者にその旨を通知する。 

 

 （支払） 

第１２条 補助金の支払は、前条の補助金の額の確定を行った後に行う。 

２ 補助事業者は、前項の補助金の支払を受けようとするときは、請求書（様式第７

号）を知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、第１項の規定により補助金を支払った後に、第１０条第３項の規定によ

る報告があったときは、補助事業者に対し、当該報告された額に相当する額の返還

を命ずることができる。 

 

  （補助金の経理等） 

第１３条 補助事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳

簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受

けた日の属する会計年度の終了後５年間保存しておかなければならない。 

 

  （交付決定の取消し等） 

第１４条 知事は、規則第１０条の規定による補助事業の中止若しくは廃止の申請が



 

あったとき又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すとともに、既に補助金が交付されているときは、補助金

の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

  (1) 補助金を他の目的に使用したとき。 

  (2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

  (3) この要綱又はこれに基づく知事の指示に違反したとき。 

  (4) その他不正の行為があると認められたとき。 

２ 知事は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金を補助事業者が受

領した日から返還金の納付の日までの期間に応じて、加算金の納付を併せて命ずる

ことができる。 

３ 第１項の返還及び前項の納付の期限は、当該命令のなされた日から１０日以内と

し、知事は、期限内に納付がない場合は、延滞金を徴することができる。 

 

 （条件） 

第１５条 知事は、補助事業者に補助金を交付するときは、次の各号に掲げる条件を

付すものとする。 

(1) 補助事業者が、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産（以下

「取得財産等」という。）を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじ

め知事の承認を受けなければならないこと（減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）別表に定める耐用年数に相当する期間（同

令に定めのない財産については、知事が別に定める期間）を経過した場合を除

く。）。 

(2) 補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があったと認める場合には、

当該補助金の額に相当する額の全部又は一部を納付させることがあること。 

(3) 補助事業者は、取得財産等について、補助事業の完了後においても、善良なる

管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効

率的な運営を図らなければならないこと。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年３月３０日から施行する。  



 

別表第一（第２条関係） 

補
助
事
業
者 

バ
ス
事
業
者 

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに規定する

一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者（以下「乗合バス事業者」と

いう。）及び同法第３条第１号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業

を経営する者（以下「貸切バス事業者」という。）であって、次の各号の

全てに該当する者 

(1) 補助金の交付申請日において、次のいずれかに該当する者で、交

付申請日以後も事業を継続する意思があること。 

  ア 国の地域公共交通維持確保改善事業における地域間幹線系統

（県内に限る。）を運行する乗合バス事業者 

イ 岡山県内に本社又は営業所を有する乗合バス事業者及び貸切バ

ス事業者 

 (2) 乗合バス事業者にあっては、岡山県内の生活交通の維持のため、

市町村等が設置する地域公共交通会議等の要請に応じ、それぞれの

地域での議論の場に参画する意思があること。 

貸切バス事業者にあっては、災害発生時など緊急を要する場合等

において、自治体等からの公共的な要請に基づき、地域住民等の輸

送への協力を検討する意思があること。 

タ
ク
シ
ー
事
業
者 

同法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営す

る者（福祉輸送事業限定事業者を除く。）であって、次の各号の全てに該

当する者 

 (1) 補助金の交付申請日において岡山県内に本社又は営業所を有して

おり、交付申請日以後も事業を継続する意思があること。 

 (2) 岡山県内の生活交通の維持のため、市町村等が設置する地域公共

交通会議等の要請に応じ、それぞれの地域での議論の場に参画する

意思があること。 

交
通
空
白
地 

有
償
運
送 

事
業
者 

同法第７８条第２号に規定する自家用有償旅客運送を行う者（福祉有

償運送事業者及び市町村を除く。）であって、補助金の交付申請日におい

て岡山県の登録を受け、交付申請日以後も事業を継続する意思があるこ

と 

 

一
般
旅
客 

定
期
航
路 

事
業
者 

海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第５項に規定する一

般旅客定期航路（直接県外島しょ部へ運航する航路を除く。又、１週間

のうち１日間以上運航する航路に限る。）で同法の適用を受けている者で

あって、補助金の交付申請日において岡山県内に本社を有しており、補

助金の交付申請日以後も事業を継続する意思がある者 

鉄
道
事
業
者 

岡山県内の複数の市町村にまたがる路線を運行している第三セクター

（地方公共団体が出資を行っている法人）である鉄道事業者（鉄道事業

法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に規定する鉄道事業を経営

する者）であって、補助金の交付申請日以後も事業を継続する意思があ

る者 



 

リ
ー
ス 

事
業
者 

補助事業者であるバス事業者、タクシー事業者及び交通空白地有償運

送事業者（以下「賃借者」という。）に車両を貸与する法人 

ただし、補助対象経費は、別表第二（イ）交通ＤＸ・利便性向上事業

に定める車両本体及び車載機器類の購入及び改造に要する経費に限る 

 

別表第二（第３条関係） 

事業区分 補助対象経費 

補助率 

補助限度額 

他の補助金を 

活用する場合 左記以外の場合 

（ア） 

人材確保事業 

 

・二種免許等取得費用 

・職場環境の改善につながる施設

整備に要する経費  

・広報誌への掲載   等 

 

 ※効果的な採用活動や職場環境

の改善等により人材確保につ

ながるもの 

 

１／２以内 

 

 

２／３以内 

 

上限 4,000千円 

（イ） 

交 通 Ｄ Ｘ ・ 

利 便 性 向 上 

事業 

 

・キャッシュレス決済機器の導入

に要する経費 

・配車アプリの導入に要する経費 

・運行管理システムの導入に要す

る経費 

・各種システム等の導入に伴う住

民説明会開催経費  

・待合・乗継環境の整備に要する

経費 

・車両（ノンステップバス、リフ

ト付きバス、エレベーター付き

バス、ユニバーサルデザインタ

クシー（レベル１及びレベル準

１）福祉タクシー（リフト付き

及びスロープ付き）に限る。）の

導入・改造に要する経費のう

ち、車両本体及び車載機器類の

購入及び改造（以下「車両購

入」という。）に要する経費 

・車内環境や情報提供設備の改善

に要する経費   等 

 ※システム導入等により省力化

が図られ、従業員の負担軽減

につながるもの及び誰もが安

全で快適に利用できる移動環

境の改善等により利便性向上

につながるもの 

 

１／２以内 

 

 

２／３以内 

 

上限 4,000千円 

ただし、車両購入に要する経費に

ついては、１台あたり400千円を補

助限度額とする。また、補助限度額

の総額は賃借者単位で算出する。 

（注１） 岡山県内の人材確保、省力化及び利便性向上につながる事業を対象とする。 



 

（注２） （ア）に掲げる事業のうち二種免許等取得費用について補助を受けた場合、二種免許等を

取得した従業員を取得の日から２年を経過する日まで、継続して雇用するものとする。 

（注３） 補助対象経費について、補助対象事業外でも使用できる物品（家電製品、事務用品等）や

デジタル関連機器（パソコン、プリンター等）の購入に要する経費は、対象としない。 

（注４） 補助限度額については、国等の補助金部分を除き、実際に補助事業者が負担した部分に補

助率を乗じたものとする。 

（注５） 他の補助金を活用する場合において、補助対象経費の８分の１以上は、補助事業者自らが

負担するものとする。 

（注６） （イ）に掲げる事業のうち車両購入に要する経費についてリース事業者が補助を受けよう

とする場合の賃借者とのリース契約については、当該車両の耐用年数を超えるリース期間と

することとし、期間終了後の当該車両を賃借者が継続して使用することが可能となる契約と

すること。 

 

 

 


